
○国有林の森林計画策定の流れ

○国有林の森林計画

名 称 内 容

地域管理経営計画

管理経営の方針や、その具体的

手法などを定める計画

○管理経営

○維持及び保存

○林産物の供給

○活用

○国民参加による森林整備

○その他

国有林野施業実施計画

箇所毎の具体的な計画量を

定める計画

○伐採造林量、伐採方法

○林道

○治山

○保護林・緑の回廊

○レクリエーションの森

○その他

※流域ごとに５年を１期とする計画を策定し、５年ごとに改定を行うことになっています。

森林計画の
策定前年度

１０月頃

１２～１月頃

４月

国有林に関する情報発信

流域における国有林に対するニーズの把握

「森林計画に関する地域住民との懇談会」

次期森林計画についての

森林管理署の考え方を作成
ＨＰで公表、意見募集

森林計画の案を作成

ＨＰで公表、意見募集

関係行政機関、学識経験

者等の意見聴取

森林計画を策定、公表

改定された森林計画に基づき

国有林を管理経営


